
令 和 3 年 9 月 13 日
京都府新型コロナウイルス
感 染 症 対 策 本 部
京都府健康福祉部健康対策課

別紙１のとおり

２　退院及び入院勧告解除の状況

　　別紙２のとおり

厚生労働省の基準に合致したため、退院及び入院勧告解除

【参考】退院に関する基準（厚生労働省通知抜粋）
（１）人工呼吸器等による治療を行わなかった場合

①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
②発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した
後に核酸増幅法又は抗原定量検査の検査を行い、陰性が確認され，その検査の
検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合

（２）人工呼吸器等による治療を行った場合
③発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合

核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に
再度検体採取を行い、陰性が確認された場合

療養者の状況（9月12日）　

高度重症病床 その他 ※２

2,332名 18名 2名

※１ 人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な者

※２ 重症病床に入院後に人工呼吸器管理が必要になり、引き続き重症病床で療養している者

件数 新規陽性者数 陽性率（７日間平均）

619件 196名 13.3%

府政記者クラブ、各広域振興局同時資料配付

PCR検査の状況（9月12日）

また、143名の方が退院及び入院勧告解除されましたので、併せてお知らせします。

新型コロナウイルス感染症患者の発生について

以下のとおり、20名の陽性者が判明しましたのでお知らせします。

１　陽性が判明した方の概要

報道に当たっては、個人情報の保護に御配慮いただくとともに、医療機関や関連施設の

取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

④発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に

引き続き、患者の濃厚接触者の把握など積極的疫学調査を確実に行い、感染拡大防止に
取り組んでまいります。

療養者数
うち重症者数 ※１

 

本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先  ０７５－４１４－４７２３ 

その他新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先  ０７５－４１４－５４８７ 

～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～ 



別紙１

陽性が判明した方の概要

府番号 在住地域等 年代 性別 現在の症状程度 判明している概要 感染経路

34137 乙訓 50 男性 軽症 不明

34138 乙訓 40 男性 軽症 判明

34139 乙訓 30 男性 軽症 不明

34140 乙訓 50 女性 軽症 不明

34141 乙訓 50 男性 調査中 判明

34142 乙訓 30 女性 軽症 判明

34143 乙訓 40 女性 軽症 不明

34144 京都市 40 男性 調査中 不明

34145 京都市 50 男性 調査中 不明

34146 山城北 20 男性 軽症 自営業 判明

34147 京都市 10 男性 調査中 不明

34148 乙訓 40 男性 調査中 不明

34149 山城北 20 女性 軽症 会社員 不明

34150 山城北 20 女性 軽症 判明

34151 山城北 40 男性 調査中 会社員 不明

34152 山城北 20 女性 調査中 会社員 判明

34153 山城南 20 女性 軽症 会社員 判明

34154 山城南 10未満 男性 軽症 判明

34155 南丹 20 女性 軽症 アルバイト 不明

34156 南丹 20 女性 軽症 不明



別紙２

退院及び入院勧告解除の状況

府番号 解除日

17993 R3.8.7

18835 R3.8.17

19424 R3.8.17

19401 R3.8.18

20793 R3.8.20

20794 R3.8.20

20795 R3.8.20

20796 R3.8.20

20797 R3.8.20

20798 R3.8.20

21108 R3.8.21

21109 R3.8.21

21110 R3.8.21

21111 R3.8.21

21112 R3.8.21

23485 R3.8.23

23486 R3.8.23

23487 R3.8.23

23488 R3.8.23

23090 R3.8.24

23091 R3.8.24

18001 R3.8.25

22677 R3.8.25

22678 R3.8.25

22679 R3.8.25

22948 R3.8.30

31675 R3.9.4

30367 R3.9.7

31254 R3.9.7

28450 R3.9.8

28501 R3.9.8

28999 R3.9.8

29440 R3.9.8

30236 R3.9.9

30237 R3.9.9

30239 R3.9.9

30290 R3.9.9



府番号 解除日

30769 R3.9.9

31243 R3.9.9

31249 R3.9.9

31624 R3.9.9

31735 R3.9.9

32612 R3.9.9

33556 R3.9.9

30373 R3.9.11

30802 R3.9.11

30917 R3.9.11

30941 R3.9.11

31282 R3.9.11

31352 R3.9.11

31353 R3.9.11

31355 R3.9.11

31357 R3.9.11

31358 R3.9.11

31364 R3.9.11

31739 R3.9.11

32067 R3.9.11

33960 R3.9.11

26927 R3.9.12

29819 R3.9.12

29830 R3.9.12

30250 R3.9.12

30255 R3.9.12

30263 R3.9.12

30801 R3.9.12

30883 R3.9.12

30889 R3.9.12

30901 R3.9.12

30902 R3.9.12

31246 R3.9.12

31271 R3.9.12

31275 R3.9.12

31277 R3.9.12

31284 R3.9.12

31297 R3.9.12

31312 R3.9.12

31318 R3.9.12



府番号 解除日

31319 R3.9.12

31321 R3.9.12

31323 R3.9.12

31324 R3.9.12

31325 R3.9.12

31359 R3.9.12

31360 R3.9.12

31361 R3.9.12

31622 R3.9.12

31623 R3.9.12

31643 R3.9.12

31647 R3.9.12

31654 R3.9.12

31659 R3.9.12

31660 R3.9.12

31661 R3.9.12

31662 R3.9.12

31664 R3.9.12

31669 R3.9.12

31673 R3.9.12

31684 R3.9.12

31686 R3.9.12

31690 R3.9.12

31691 R3.9.12

31698 R3.9.12

31699 R3.9.12

31714 R3.9.12

31715 R3.9.12

31719 R3.9.12

31721 R3.9.12

31724 R3.9.12

31727 R3.9.12

31728 R3.9.12

31730 R3.9.12

31732 R3.9.12

31734 R3.9.12

31743 R3.9.12

32014 R3.9.12

32018 R3.9.12

32035 R3.9.12



府番号 解除日

32043 R3.9.12

32045 R3.9.12

32056 R3.9.12

32069 R3.9.12

32070 R3.9.12

32082 R3.9.12

32085 R3.9.12

32087 R3.9.12

32091 R3.9.12

32096 R3.9.12

32390 R3.9.12

32394 R3.9.12

32396 R3.9.12

32398 R3.9.12

32402 R3.9.12

32611 R3.9.12

32619 R3.9.12

32655 R3.9.12

32663 R3.9.12

32664 R3.9.12

32667 R3.9.12

32679 R3.9.12

33306 R3.9.12

33350 R3.9.12

33773 R3.9.12

33790 R3.9.12


